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第135期

開催
日時 2026年６月24日(水曜日)午前10時

開催
場所

東京都品川区東品川二丁目５番８号
天王洲パークサイドビル20階
住友ベークライト株式会社 会議室

書面またはインターネット等による議決権行使期限

2026年６月23日(火曜日)午後５時40分まで

定時株主総会
招集ご通知



我が社は、信用を重んじ確実を旨とし、

事業を通じて社会の進運及び民生の向上に貢献することを期する。

基本方針

1. 私たちは、持続可能な社会の実現に貢献し、お客様が満足する製品・サービス
を提供します。

2. 私たちは、法令および企業倫理に則って、公正で透明な事業活動を行います。

3. 私たちは、安全な職場環境の実現、健康の保持増進に取り組みます。

4. 私たちは、地球環境保全への取り組みを積極的に進めます。

5. 私たちは、当社グループの事業に関わる全ての人々の人権を尊重します。

私たちの行動指針

1



株主の皆様へ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第135期定時株主総会を2026年６月24日（水曜日）

に開催いたしますので、ここにご案内申し上げます。
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（証券コード4203）
2026年6月2日

株 主 各 位
東京都品川区東品川二丁目5番 8号

代表取締役社長 鍜 治 屋 伸 一

第135期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第135期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について、電子提供措

置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに「第135期定時株主総会招集ご通知」および「第135
期定時株主総会招集ご通知 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」として掲載しておりますので、
以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト
https://www.sumibe.co.jp/ir/shareholder/index.html

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりま
すので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、「銘柄名（会社名）」欄に「住
友ベークライト」または「コード」欄に「4203」を入力・検索し、「基本情報」から「縦覧書類／PR情報」を選
択のうえ、「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認くださいますようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席にならない場合は、書面またはインターネット等によって議決権を行使することができます
ので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討いただき、5頁および6頁のご案内に従って、2026年
6月23日（火曜日）午後5時40分までに書面またはインターネット等によって議決権を行使くださいますようお
願い申し上げます。

敬 具
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記

1. 日 時 2026年6月24日（水曜日）午前10時
2. 場 所 東京都品川区東品川二丁目5番8号 天王洲パークサイドビル20階

住友ベークライト株式会社 会議室
3. 目 的 事 項

報 告 事 項 1. 第135期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計
算書類報告の件

2. 会計監査人および監査役会の第135期連結計算書類監査結果報告の件
決 議 事 項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役9名選任の件
第3号議案 補欠監査役1名選任の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
●電子提供措置事項のうち、事業報告の「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況」、連結計算書類の「連結注
記表」および計算書類の「個別注記表」につきましては、法令および当社定款第15条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた
株主様に対して交付する書面には記載しておりません。したがって、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面に記
載しております事業報告、連結計算書類および計算書類は、監査報告を作成するに際し、監査役が監査をした事業報告ならびに監
査役および会計監査人が監査をした連結計算書類および計算書類の一部であります。

●電子提供措置事項に修正をすべき事情が生じた場合は、上記のインターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトにそ
の旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載いたします。

●本総会の決議結果につきましては、本総会終了後、上記のインターネット上の当社ウェブサイトに掲載いたします。



詳細は次頁をご覧ください。

議決権行使についてのご案内

5

株主総会当日にご出席いただく場合

開催日時 2026年6月24日（水曜日）午前10時

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

事前に議決権を行使いただく場合
■ インターネット等による議決権行使の場合

行使期限 2026年6月23日（火曜日）午後5時40分行使分まで

インターネットにより議決権を行使される場合は、次頁の内容をご確認のうえ、
行使期限までに議案の賛否をご入力ください。
※ インターネット等によって議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使とし

てお取り扱いいたします。

■ 書面による議決権行使の場合

行使期限 2026年6月23日（火曜日）午後5時40分到着分まで

同封の議決権行使書用紙に議案の賛否をご表示いただき、上記の行使期限まで
に到着するようご返送ください。議決権行使書用紙において、議案に賛否の表示
がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
※ 書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な

議決権行使としてお取り扱いいたします。
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❹ 以降は画面の案内に沿って賛否をご登録ください。

「議決権行使コード・パスワード入力」による議決権行使

※ インターネットによる議決権行使をご利用いただく際のプロバイダおよび通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。
※ インターネットのご利用環境やご使用の機種によっては、ご利用いただけない場合があります。

インターネットによる議決権行使に関して、ご不明な点がございましたら、以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

三井住友信託銀行株式会社
証券代行ウェブサポート専用ダイヤル ふ0120-652-031（受付時間�午前9時～午後9時）

「スマート行使」による議決権行使

❶ 同封の議決権行使書用紙の右下に記載のQR
コードをスマートフォンかタブレット端末で読
み取ってください。

❷ 以降は画面の案内に沿って賛否をご登録ください。

「議決権行使コード」および「パスワード」を入力することなく�
議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

※�「QRコード」は
株式会社デンソー
ウェーブの登録商
標です。

QR

■ 議決権再行使のお手続き方法について
一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、
再度QRコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」および「パスワード」をご入力いた
だく必要があります（パソコンから、議決権行使ウェブ
サイトhttps://www.web54.netへ直接アクセスして行
使いただくことも可能です）。 「登録」をクリック

「パスワード」を
入力
実際にご使用にな
る新しいパスワード
を設定してください

https://www.web54.net

「次へすすむ」を
クリック

「議決権行使コード」�
を入力

「ログイン」を
クリック

❶ 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

❷ 同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権
行使コード」をご入力ください。

❸ 同封の議決権行使書用紙に記載された「パス
ワード」をご入力ください。

議決権行使ウェブサイト

インターネットによる議決権行使のご案内
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7

株 主 総 会 参 考 書 類
議案および参考事項
第1号議案 剰余金の処分の件
当社は、積極的に企業価値の持続的向上を図るとともに、株主の皆様への利益還元を重要と考えており、資金

需要のバランス、投資の実行状況、今後の計画等を勘案しつつ、総合的な判断に基づき、安定的かつ継続的な株
主還元を実施してまいります。期末配当金につきましては、上記の方針に基づき、1株につき60円とさせていた
だきたいと存じます。
これにより、当期の年間配当金は、中間配当金とあわせて、前期比15円増額の1株につき110円となります。

1 配当財産の種類

金銭
2 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき 60円 総額 5,264,132,220円
3 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年6月25日

（注）2024年4月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。上記の配当金額は、第132期の期首に当該株式分割が
行われたと仮定し、算出しております。
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第2号議案 取締役9名選任の件
本総会終結の時をもって取締役全員（9名）が任期満了となりますので、取締役9名をご選任願いたいと存じます。
その候補者は、次のとおりであります。

候補者番号 氏名 現在の当社における地位

1
ふじ わら かず ひこ

藤 原 一 彦 代表取締役会長 再任

2
か じ や しん いち

鍜治屋 伸 一 代表取締役社長
社長執行役員 再任

3
こ ばやし たかし

小 林 孝 取締役
専務執行役員 再任

4
くら ち けい すけ

倉 知 圭 介 取締役
専務執行役員 再任

5
ひら い とし や

平 井 俊 也 取締役
常務執行役員 再任

6
まつ だ かず お

松 田 和 雄 社外取締役 再任 社外 独立

7
なが しま え つ こ

永 島 惠津子 社外取締役 再任 社外 独立

8
わか ばやし ひろ ゆき

若 林 宏 之 社外取締役 再任 社外 独立

9
ほし まさ ゆき

星 正 幸 ― 新任 社外 独立
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候補者
番 号

1
ふじ わら かず ひこ

藤 原 一 彦 再任

生年月日
1958年3月2日

所有する当社株式の数
39,691株

取締役会への出席状況
13/13回（100％）

略歴、地位および担当
1980年 4月 当社入社
2009年 6月 当社執行役員
2013年 4月 当社常務執行役員
2014年 6月 当社取締役 常務執行役員
2016年 4月 当社取締役 専務執行役員
2018年 6月 当社代表取締役社長 社長執行役員
2025年 6月 当社代表取締役会長（現在に至る）

取締役候補者とした理由
当社グループの事業全般にわたる経験や実績を有し、2018年6月より代表取締役社長として、また2025年6月
からは代表取締役会長として、長年にわたり当社グループの経営の中核を担ってまいりました。これまでに培っ
た経営者としての豊富な経験や実績が当社グループの企業価値の向上に寄与するものと判断されることから、引
き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
（注）藤原一彦氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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候補者
番 号

2
か じ や しん いち

鍜治屋 伸 一 再任

生年月日
1965年4月9日

所有する当社株式の数
15,178株

取締役会への出席状況
13/13回（100％）

略歴、地位および担当
1989年 4月 当社入社
2019年 4月 当社執行役員
2022年 4月 当社常務執行役員
2024年 4月 当社専務執行役員
2024年 6月 当社取締役 専務執行役員
2025年 6月 当社代表取締役社長 社長執行役員（現在に至る）

取締役候補者とした理由
主に営業・マーケティングに関して豊富な経験を有し、当社グループの事業全般にわたる経験や実績を有すると
ともに、2025年6月の代表取締役社長就任以降は、リーダーシップを発揮し、当社グループの経営をけん引して
おります。これらの経験や実績が当社グループの企業価値の向上に寄与するものと判断されることから、引き続
き取締役としての選任をお願いするものであります。
（注）鍜治屋伸一氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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候補者
番 号

3
こ ばやし たかし

小 林 孝 再任

生年月日
1963年2月22日

所有する当社株式の数
21,723株

取締役会への出席状況
13/13回（100％）

略歴、地位および担当
1987年 4月 当社入社
2013年 4月 当社執行役員
2017年 4月 当社常務執行役員
2018年 6月 当社取締役 常務執行役員
2023年 4月 当社取締役 専務執行役員（現在に至る）

担当 高機能プラスチックセグメント統轄

重要な兼職の状況
住友倍克澳門有限公司 CHAIRMAN

取締役候補者とした理由
長年にわたり高機能プラスチックセグメントの事業に従事し、中国地域事業およびクオリティオブライフ関連製
品セグメントの事業の責任者を務めるなど豊富な経験を有するとともに、現在は高機能プラスチックセグメント
の事業の責任者を務めております。これらの経験や実績が当社グループの企業価値の向上に寄与するものと判断
されることから、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
（注）小林 孝氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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候補者
番 号

4
くら ち けい すけ

倉 知 圭 介 再任

生年月日
1962年6月27日

所有する当社株式の数
17,217株

取締役会への出席状況
13/13回（100％）

略歴、地位および担当
1985年 4月 当社入社
2016年 4月 当社執行役員
2018年 4月 当社常務執行役員
2022年 6月 当社取締役 常務執行役員
2023年 4月 当社取締役 専務執行役員（現在に至る）

担当 半導体関連材料セグメント統轄

重要な兼職の状況
台湾住友培科股份有限公司 董事長

取締役候補者とした理由
入社以来、回路製品・電子部品材料にかかわる国内外の事業に携わり、以降は半導体関連材料セグメントの事業
において生産や研究開発分野の職務に従事し、現在は同事業の責任者を務めるなど当該分野における豊富な経験
を有しております。これらの経験や実績が当社グループの企業価値の向上に寄与するものと判断されることか
ら、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
（注）倉知圭介氏は、台湾住友培科股份有限公司の董事長を兼務しており、同社は当社と同一の事業の部類に属する取引を行っておりますほか、

当社と同社との間には取引関係があります。
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候補者
番 号

5
ひら い とし や

平 井 俊 也 再任

生年月日
1963年2月16日

所有する当社株式の数
5,566株

取締役会への出席状況
13/13回（100％）

略歴、地位および担当
1986年 4月 住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社
2022年 6月 同社退職
2022年 7月 当社執行役員
2023年 4月 当社常務執行役員
2023年 6月 当社取締役 常務執行役員（現在に至る）

担当 総務本部、人事本部、経営戦略企画室、サステナビリティ推進部、IT推進本部、大阪事務所、名古屋事
務所統轄 経理企画本部、調達本部担当

取締役候補者とした理由
住友化学株式会社においては長年にわたり石油化学部門の職務に従事し、現在は当社の管理部門全般および調達
部門の責任者を務めております。これらの経験や実績が当社グループの企業価値の向上に寄与するものと判断さ
れることから、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
（注）平井俊也氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。



知
通
ご
集
招

告
報
業
事

類
書
算
計
結
連

類
書
算
計

書
告
報
査
監

株
主
総
会
参
考
書
類

14

候補者
番 号

6
まつ だ かず お

松 田 和 雄 再任 社外 独立

生年月日
1948年11月11日

所有する当社株式の数
5,866株

取締役会への出席状況
13/13回（100％）

略歴、地位および担当
1971年 4月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
1997年 5月 同行兜町支店長
2000年 4月 富士証券株式会社（現みずほ証券株式会社）専務執行役員
2000年10月 みずほ証券株式会社常務執行役員
2003年 5月 日本精工株式会社理事
2004年 6月 同社執行役
2006年 6月 同社執行役常務
2008年 6月 同社執行役専務
2009年 6月 同社取締役代表執行役専務
2011年 6月 同社特別顧問
2015年 6月 当社社外監査役
2016年 6月 当社社外取締役（現在に至る）

重要な兼職の状況
大同メタル工業株式会社 社外監査役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割
金融機関および事業会社の経営者として培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの知見を生かして
客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待しております。指名・報酬委員会において委員
を務め、独立性のある立場から発言を行うなど、上記の期待に沿った役割を果たしていることから、当社の社外
取締役に適任であり、かつ社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、引き続き社外取
締役としての選任をお願いするものであります。
（注）１．松田和雄氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．松田和雄氏と当社とは、会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該
契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

３．松田和雄氏は、社外取締役候補者であります。
４．松田和雄氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって10年となります。なお、同氏は、当社の社外取締役就任前の1年

間、当社の社外監査役でありました。
５．松田和雄氏は、当社の定める「取締役・監査役の独立性基準」（21頁）に基づき、独立性を有していると判断しております。また、当

社は、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
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候補者
番 号

7
なが しま え つ こ

永 島 惠津子 再任 社外 独立

生年月日
1954年8月23日

所有する当社株式の数
1,456株

取締役会への出席状況
13/13回（100％）

略歴、地位および担当
1978年10月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
1980年 7月 公認会計士附柴会計事務所入所
1982年10月 公認会計士登録
1988年 6月 公認会計士永島会計事務所開設 代表（現在に至る）
2008年 4月 監査法人ベリタス代表社員
2019年 6月 当社社外監査役
2021年 6月 当社社外取締役（現在に至る）

重要な兼職の状況
公認会計士永島会計事務所 公認会計士
ブルドックソース株式会社 社外取締役（監査等委員）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割
公認会計士としての専門的見地ならびに財務および会計に関する幅広い見識を有しており、これらの知見を生か
して客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待しております。指名・報酬委員会において
委員を務め、独立性のある立場から発言を行うなど、上記の期待に沿った役割を果たしていることから、当社の
社外取締役に適任であり、かつ社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、引き続き社
外取締役としての選任をお願いするものであります。
（注）１．永島惠津子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．永島惠津子氏と当社とは、会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当
該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

３．永島惠津子氏は、社外取締役候補者であります。
４．永島惠津子氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。なお、同氏は、当社の社外取締役就任前の2年

間、当社の社外監査役でありました。
５．永島惠津子氏は、当社の定める「取締役・監査役の独立性基準」（21頁）に基づき、独立性を有していると判断しております。また、

当社は、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
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候補者
番 号

8
わか ばやし ひろ ゆき

若 林 宏 之 再任 社外 独立

生年月日
1956年1月15日

所有する当社株式の数
400株

取締役会への出席状況
13/13回（100％）

略歴、地位および担当
1979年 4月 株式会社デンソー入社
2006年 6月 同社常務役員
2013年 6月 同社専務取締役
2014年 6月 同社取締役・専務役員
2015年 6月 同社専務役員
2016年 6月 同社取締役・専務役員
2017年 4月 同社代表取締役副社長（2021年6月退任）
2024年 6月 当社社外取締役（現在に至る）

重要な兼職の状況
イーソル株式会社 社外取締役（監査等委員）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割
大手メーカーの生産統括、技術全般およびITデジタル等を担当する経営者として培った豊富な経験と幅広い見識
を有しており、これらの知見を生かして客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待してお
ります。指名・報酬委員会において委員を務め、独立性のある立場から発言を行うなど、上記の期待に沿った役
割を果たしていることから、当社の社外取締役に適任であり、かつ社外取締役としての職務を適切に遂行してい
ただけるものと判断し、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。
（注）１．若林宏之氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．若林宏之氏と当社とは、会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該
契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

３．若林宏之氏は、社外取締役候補者であります。
４．若林宏之氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
５．若林宏之氏は、当社の定める「取締役・監査役の独立性基準」（21頁）に基づき、独立性を有していると判断しております。また、当

社は、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。なお、同氏は、2021年6月まで株式会社デンソーの
取締役を務めており、同社グループと当社グループとの間には当社グループ製品の販売に係る取引関係がありますが、取引金額は、直
近事業年度における当社の「売上収益」の2%未満であり、かつ直近事業年度における同社の連結ベースの「売上原価」および「販売
費及び一般管理費」の合計額の2％未満であります。したがって、同氏は独立性を有していると判断しております。
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候補者
番 号

9
ほし まさ ゆき

星 正 幸 新任 社外 独立

生年月日
1960年3月9日

所有する当社株式の数
0株

略歴、地位および担当
1982年 4月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
2009年 4月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）執行役員
2011年 4月 同行常務執行役員
2013年 4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員
2014年 6月 同社執行役常務
2015年 5月 沖電気工業株式会社常務執行役員
2016年 6月 同社取締役常務執行役員
2017年 4月 同社取締役専務執行役員
2019年 4月 同社代表取締役副社長執行役員
2022年 6月 同社取締役副社長執行役員
2024年 4月 同社取締役（2024年6月退任）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割
金融機関における経営経験に加えて、事業会社の財務、コンプライアンス、人事、内部統制等の責任者として経
営に従事されるなど、豊富な経験と幅広い見識を有しておられます。これらの知見を生かして客観的な立場から
適切な意見や貴重な助言をいただくことを期待し、新たに社外取締役としての選任をお願いするものでありま
す。なお、社外取締役就任後は、指名・報酬委員会の委員を務めていただくことを予定しております。
（注）１．星 正幸氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．星 正幸氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任の
限度額を法令が規定する額とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。

３．星 正幸氏は、社外取締役候補者であります。
４．星 正幸氏は、当社の定める「取締役・監査役の独立性基準」（21頁）に基づき、独立性を有していると判断しております。また、当

社は、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。なお、同氏は、2024年6月まで沖電気工業株式会社
の取締役を務めており、同社グループと当社グループとの間には当社グループ製品の設計・製造委託等に係る取引関係がありますが、
取引金額は、直近事業年度における当社の連結ベースの「売上原価」および「販売費及び一般管理費」の合計額の2％未満であり、か
つ直近事業年度における同社の連結ベースの「売上高」の2%未満であります。したがって、同氏は独立性を有していると判断してお
ります。
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（注）当社は、取締役、監査役および執行役員が被保険者に含まれる会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との
間で締結しております。当該保険契約により、被保険者が当社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損
害賠償請求がなされたことにより負担することとなる損害賠償金や訴訟費用等を塡補することとしております。なお、保険料は、当社が全
額負担しております。本議案が承認された場合、候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当社は、次回更
新時に当該保険契約を同様の内容で更新することを予定しております。

（ご参考）
本議案が承認された場合、当社の取締役会が必要とする重要な知識・経験・能力等と各取締役との関係は、次

の表のとおりとなります。なお、本表は、当社の取締役会が必要とする知識・経験・能力等のすべてを表すもの
ではありません。また、各取締役の知識・経験・能力等は、主なものに●印をつけております。

（2026年6月24日時点）

氏名 会社における地位
知識・経験・能力等

企業経営 グローバル 営業・
マーケティング

製造・
生産技術 研究開発 サステナビリティ・

E S G
D X ・
情報システム 財務・会計

藤 原 一 彦 代表取締役会長 ● ● ●

鍜治屋 伸 一 代表取締役社長
社 長 執 行 役 員 ● ● ●

小 林 孝 取 締 役
専 務 執 行 役 員 ● ● ●

倉 知 圭 介 取 締 役
専 務 執 行 役 員 ● ● ●

平 井 俊 也 取 締 役
常 務 執 行 役 員 ● ● ●

松 田 和 雄 社 外 取 締 役 ● ● ●

永 島 惠津子 社 外 取 締 役 ● ● ●

若 林 宏 之 社 外 取 締 役 ● ● ●

星 正 幸 社 外 取 締 役 ● ● ●
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当社の取締役会が必要とする重要な知識・経験・能力等の選定理由

企業経営
「お客様との価値創造を通じて『未来に夢を提供する会社』」の実現には、経営全体を見渡
し、価値創造を実現する戦略を策定できる能力が必要であることから、経営全般に関する
深い知識と経験を有するメンバーが取締役会に必要であると考えるため。

グローバル
グローバルに事業を展開する当社においては、各国や地域の文化や市場特性を理解したう
えで適切な戦略を策定する能力が必要であることから、グローバルな視点と経験を有する
メンバーが取締役会に必要であると考えるため。

営業・
マーケティング

顧客ニーズに的確に応え、競争環境における優位性を確保するには、顧客や市場動向を深
く理解し、適切な営業戦略を立案する能力が必要であることから、営業およびマーケティ
ングに関する豊富な経験を有するメンバーが取締役会に必要であると考えるため。

製造・生産技術
製造業として、高品質な製品を効率的かつ安定的に提供し続けることが価値創造の基盤で
あり、その維持・強化のためには製造プロセスの最適化や技術革新の推進が必要であるこ
とから、製造や生産技術に関する知識と経験を有するメンバーが取締役会に必要であると
考えるため。

研究開発
製造業における価値創造の源泉は革新的な技術であり、それらを生み出し続けるためには
成長領域をとらえた戦略的な研究開発体制の構築が求められることから、研究開発に関す
る深い知見を有するメンバーが取締役会に必要であると考えるため。

サステナビリティ・
ESG

持続可能な社会の実現に貢献するためには、気候変動をはじめとする諸課題への対応を通
じた環境・社会価値の創造が必要であることから、サステナビリティおよび環境・社会・
ガバナンスに関する知見を有するメンバーが取締役会に必要であると考えるため。

DX・情報システム
迅速な意思決定の基盤となるデータドリブン経営を推進するとともに、デジタル技術を活
用して研究開発・モノづくりの効率化や業務変革を実行していくためには、DXや情報シ
ステムに関する知識と経験を有するメンバーが取締役会に必要であると考えるため。

財務・会計
企業価値を最大化するためには、当社の財務状況を正確に認識するとともに、健全な財務
基盤の構築と資本効率の追求が必要であることから、資金の調達・分配を含めた財務戦略
および会計に関する深い理解を有するメンバーが取締役会に必要であると考えるため。

また、当社の監査役会が必要とする重要な知識・経験・能力等と各監査役との関係は、次の表のとおりとなり
ます。なお、本表は、当社の監査役会が必要とする知識・経験・能力等のすべてを表すものではありません。ま
た、各監査役の知識・経験・能力等は、主なものに●印をつけております。

（2026年6月24日時点）

氏名 会社における地位
知識・経験・能力等

企業経営・
組 織 運 営 財務・会計 法 務 ・

コンプライアンス
内部統制・
リスク管理 グローバル

竹 崎 義 一 常 勤 監 査 役 ● ● ●
青 木 勝 重 常 勤 監 査 役 ● ● ●
山 岸 和 彦 社 外 監 査 役 ● ● ●
川 手 典 子 社 外 監 査 役 ● ● ●
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第3号議案 補欠監査役1名選任の件
監査役の法定の員数が欠けた場合に備えて、あらかじめ補欠監査役1名をご選任願いたいと存じます。なお、

本議案の承認による補欠監査役の選任は、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により、就任前に限り取り消
すことができるものとさせていただきます。
本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

ゆ ふ せつ こ

由 布 節 子 社外 独立

生年月日
1952年3月28日

所有する当社株式の数
0株

略歴および地位
1981年 4月 弁護士登録
2002年 1月 渥美・臼井法律事務所（現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）シニアパートナー

（現在に至る）
重要な兼職の状況
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 弁護士
パナソニックホールディングス株式会社 社外監査役
補欠の社外監査役候補者とした理由
弁護士としての専門的見地および経営に関する幅広い見識を有しておられることから、当社の社外監査役に適任
であり、かつ社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、補欠の社外監査役としての選
任をお願いするものであります。
（注）１．由布節子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．本議案が承認され、補欠監査役が社外監査役に就任する場合、社外監査役就任時に会社法第427条第1項の規定に基づき由布節子氏と
の間で同法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令が規定する額とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。

３．当社は、取締役、監査役および執行役員が被保険者に含まれる会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社
との間で締結しております。当該保険契約により、被保険者が当社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含みます。）に起
因して損害賠償請求がなされたことにより負担することとなる損害賠償金や訴訟費用等を塡補することとしております。なお、保険料
は、当社が全額負担しております。本議案が承認され、補欠監査役が社外監査役に就任する場合、由布節子氏は、当該保険契約の被保
険者に含められることとなります。また、当社は、次回更新時に当該保険契約を同様の内容で更新することを予定しております。

４．由布節子氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
５．由布節子氏は、当社の定める「取締役・監査役の独立性基準」（21頁）に基づき、独立性を有していると判断しております。また、同

氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、本議案が承認され、補欠監査役が社外監査役に就任する場
合、当社は、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定であります。



21

（ご参考）
当社は、次のとおり取締役および監査役の独立性に関する基準を定め、独立性を判断しております。

取締役・監査役の独立性基準

取締役および監査役の独立性を判断するための基準を、以下のとおりとする。

1．取締役および監査役が独立性を有するとするためには、会社法に定める社外役員の要件を満たし、かつ、以下
のいずれにも該当しないこととする。
① 当社の主要な取引先（過去5年間に該当するもの）
・直近事業年度における当社の年間連結売上収益の2％以上の取引がある者（法人その他の団体の場合はその
業務執行者（顧問等の役職を含む））

・当該対象者が主要な取引先である者の業務執行者の地位を離れている場合、退職後5年以上経過していない
こと

・当社を主要な取引先とする者については、取引実態に即して判断する
② 弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタント等
・当社から役員報酬を除き年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者（弁護士法人、監査
法人、税理士法人またはコンサルティングファーム等の法人、組合等の団体に所属する者を含む）

・当社から年間1,000万円以上の寄付または助成を受けている者（法人、組合等の団体の理事その他の業務執
行者を含む）

③ 主要株主
・当社株式の議決権保有割合が10％以上の者（法人その他の団体の場合はその業務執行者（顧問等の役職を含
む））

・過去5年間に上記の法人その他の団体の業務執行者であった者
④ 近親者
・当社グループの業務執行者の配偶者および2親等以内の近親者
・①〜③に該当する者の配偶者および2親等以内の近親者については、実態に即して独立性を判断する

2．上記1．以外の属性において独立性が疑われる場合については、個別に取締役会が独立性を判断する。

以 上
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事 業 報 告（2025
2026

年
年

4
3
月
月

1
31

日から
日まで）

1. 企業集団の現況
（1）事業の経過およびその成果

当社グループの売上収益は、主に半導体用途の旺盛な需要により、前期比5.0％増加し3,198億67百万円
となりました。事業利益＊は、人件費が海外拠点を中心に上昇している一方で、各セグメントで実施した高
付加価値品の販売への注力、販売価格適正化など収益構造の改善効果が表れた結果、前期比11.8％増加し
344億90百万円となりました。営業利益は、前期に高機能プラスチックセグメントの北米拠点での減損損失
や国内生産拠点集約費用等を計上した反動により、前期比43.1％増加し354億78百万円となりました。親
会社の所有者に帰属する当期利益は、前期比45.3％増加し280億14百万円となりました。

＊当社グループでは、持続的成長を図るため管理すべき重要な指標の一つとして「事業利益」という段階利益を導入しております。「事
業利益」は、「売上収益」から「売上原価」と「販売費及び一般管理費」を控除して算出しております。

売上収益
当期

3,198億67百万円
前期 3,047億73百万円
前期比 5.0％増

事業利益
当期

344億90百万円
前期 308億37百万円
前期比 11.8％増

営業利益
当期

354億78百万円
前期 247億92百万円
前期比 43.1％増

親会社の所有者に
帰属する当期利益

当期

280億14百万円
前期 192億81百万円
前期比 45.3％増



半導体関連材料部門
17,988

20,714

事業利益の推移（百万円）

91,336
106,396

売上収益の推移（百万円）

第134期 第135期第134期 第135期

「 αZ 」®

半導体用感光性材料半導体封止用エポキシ樹脂成形材料 半導体基板材料「 αZ 」®
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部門別の概況および主要な事業内容（2026年3月31日現在）

〈主要な製造・販売品目等〉
半導体封止用エポキシ樹脂成形材料
半導体用感光性材料
半導体用ボンディングペースト
半導体基板材料

売上収益 前期比

1,063億96百万円 +16.5％
事業利益 前期比

207億14百万円 +15.2％

半導体封止用エポキシ樹脂成形材料は、中国の旺盛な半導体需要が継続し、加えてAI関連用途の需要が拡大し
ました。
半導体用感光性材料は、メモリ市場の回復とパワー半導体用途の拡販が進み、売上を伸ばしました。
半導体用ボンディングペーストは、中国内需向けの好調が持続するとともに新規拡販が進み、東南アジアで高

密度パッケージ向けの需要も好調が持続しています。
半導体基板材料 シリーズは、モバイル機器向けの販売伸長に加え、AIサーバー向けのパワーデバイ

スへの採用が拡大しました。
各製品での売上収益の増加に伴い、事業利益も増加しました。
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高機能プラスチック部門
6,224

事業利益の推移（百万円）

105,463 105,490
売上収益の推移（百万円）

5,256

第134期 第135期第134期 第135期第134期 第135期第134期 第135期

航空機部品工業用樹脂 成形材料
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〈主要な製造・販売品目等〉
工業用樹脂
成形材料
成形品
積層板
航空機部品

売上収益 前期比

1,054億90百万円 +0.0％
事業利益 前期比

62億24百万円 +18.4％

工業用樹脂は、国内で半導体用途の販売が伸長したものの、北米拠点で不採算製品の撤退を行うなど構造改革
に向けた諸施策を実施した結果、売上収益は減少しました。
成形材料の売上も減少しましたが、北米自動車市場での需要停滞は回復に転じています。
積層板は、車載・エアコン用途の低調が続きました。
航空機部品は、顧客生産数量の回復に伴い受注が増加しました。
事業利益は、構造改革の効果や高付加価値製品の販売への注力、原料価格の低下により増加しました。



クオリティオブライフ関連製品部門
11,782

12,902

事業利益の推移（百万円）
107,203 107,189

売上収益の推移（百万円）

第134期 第135期第134期 第135期第134期 第135期第134期 第135期

フィルム・シート 産業機能性材料医療機器
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〈主要な製造・販売品目等〉
医療機器および医薬品
診断薬およびバイオ関連製品
フィルム・シート
産業機能性材料
防水シート関連

売上収益 前期比

1,071億89百万円 −0.0％
事業利益 前期比

129億２百万円 +9.5％

医療機器は、血液バッグや低侵襲血管内治療用のマイクロ能動カテーテル、胸部ステントグラフトの販売が国
内外で伸長し、北米では不採算品の整理を実施しました。
バイオ関連製品は、国内再生医療向け等のバイオ器材が伸長しましたが、北米向けは公的研究予算が縮小した

影響で販売が減少しました。
フィルム・シートは、医薬品包装用途でジェネリック医薬品増産による需要増などによる数量増が大きく寄与

しました。また、半導体生産用途のシェアが拡大し、食品包装用途ではポーション用途の販売や鮮度保持フィル
ム「P-プラス®」の新規用途への採用拡大もあり、堅調に推移しました。
産業機能性材料は、新製品や事業譲渡を受けた中空ポリカなどにより、建材、店装材需要が伸長しました。機

能性差別化製品では、光学製品と絶縁製品の販売が車載向けを中心に大きく伸長しましたが、アイウェア用途の
光学製品は、米国の関税政策の影響を受けた需要減で低調となりました。
防水シート関連は、住宅リフォーム向け販売の増加が新築住宅向け需要の落ち込みを補いました。
事業利益は、販売価格の適正化や生産拠点再編による固定費削減も寄与し、増加しました。

その他につきましては、売上収益は前期比2.7％増加し7億92百万円となりました。
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（2）資金調達の状況
当期における資金調達については、増資または社債発行等、特別の資金調達は行っておりません。

（3）設備投資の状況
当期における設備投資の総額は、192億76百万円でした。
設備投資の主な内容は、次のとおりであります。

社名・事業所 設備の内容
九州住友ベークライト株式会社内 食堂・事務所棟

蘇州住友電木有限公司 半導体封止用エポキシ樹脂成形材料工場

（4）企業再編等の状況
① 当社は、AGC株式会社およびその子会社であるAGCポリカーボネート株式会社との間で、両社のポリ
カーボネート事業を譲り受ける契約を、2025年6月27日付で締結いたしました。

② 北米地域における子会社の再編を行い、2025年9月30日付で、Vaupell Holdings, Inc.をVaupell
Industrial Plastics, Inc.に吸収合併いたしました。

③ 当社は、京セラ株式会社との間で、同社のケミカル事業の一部を譲り受けることを目的として、同社が
新たに設立し、当該事業を吸収分割により承継する会社の全株式を譲り受ける契約を、2026年1月22日
付で締結いたしました。

④ 当社は、当社の子会社であるSBパックス株式会社について、旭化成株式会社が保有する株式の全部を譲
り受け、2026年4月1日付で、完全子会社といたしました。
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（5）対処すべき課題
当社グループは、社会・環境の急激な変化にも適応できるよう、これまで以上に経営基盤を強化するとと

もに、社会課題の変化を成長機会に結びつけることで将来につながるサステナブルな経営を推進するという
方針を継続し、2024年度より「中期経営計画2024-26」をスタートしました。特に、当社グループを取り
巻く昨今の外部環境の複雑化、事業環境の変化を踏まえ、中長期的な経営戦略として、資本コスト、企業価
値の持続的向上、利益基準への転換を意識し、2030年ありたい姿からのバックキャストで財務目標を設定
するとともに、対処すべき課題として、サステナビリティの観点から、将来事業に影響を及ぼすと想定され
る経営の重要課題（マテリアリティ）と各課題に対するKPIを設定しております。その骨子は、次のとおり
です。

2030年
ありたい姿
（数値目標）

事業利益 ：550億円
事業利益率：13％
ROE ：10％

ビジョン お客様との価値創造を通じて
「未来に夢を提供する会社」

中期方針 “ニッチ＆トップシェア” を目指し、
価値創造につながるポートフォリオ改革に挑戦する

中期戦略
①製品構成を最適化し、既存事業の収益力を強化
②SDGsに則した環境的・社会的価値を有する新商品／新ソリューションを創出
③個人の自律性と組織の一体感を高め、全社力を最大化

2026年度
数値目標

（中計最終年度）

事業利益 ：400億円
事業利益率：11.5％
ROE ：9％

経営の重要課題（マテリアリティ）
環境・社会価値の創造
顧客との共創

（価値創造のアクセル）
イノベーション
人的資本（人材の活躍）経営
DX
安全衛生

（事業を継続する基盤）

製品責任
コンプライアンス
サイバーセキュリティ
人権尊重
サステナブル調達
コーポレート・ガバナンス
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当社グループは、中期経営計画2024-26の最終年度である2026年度において、次のような取り組みを進
めてまいります。

サステナビリティに関する取り組み

（考え方）
当社グループは、創業以来、革新的なプラスチック製品の研究・開発を通じて、半導体、モビリティお

よび医療機器分野などにおいて社会課題の解決に資する製品・技術を提供してまいりました。安全・安心
および快適性を追求しながら、プラスチックならではの機能を生かして社会課題を解決する役割は、今後
も重要であり続けると考えております。当社はパーパスを「プラスチックの可能性を広げることで、持続
可能な社会を実現する」と定め、また、サステナビリティ推進方針を「当社グループの基本方針（経営理
念）『我が社は、信用を重んじ確実を旨とし、事業を通じて社会の進運及び民生の向上に貢献することを
期する。』に基づき、パーパスに向かって事業活動を行うことで、持続的な企業価値の向上を目指しま
す。」とし、サステナビリティ経営を通じて、中長期的な企業価値向上を目指しています。2030年ありた
い姿に向けてのビジョン実現のため、経営の重要課題（マテリアリティ）に真摯に取り組み、プラスチッ
クの新しい価値創造を通じて持続可能な社会の構築に貢献してまいります。

（SDGs貢献）
SDGs（持続可能な開発目標）は社会のニーズそのものであり、当社グループの基本方針（経営理念）

にも通じるものです。当社グループでは、重点的に取り組むべきSDGs領域を定めるとともに、SDGsに
寄与する製品をSDGs貢献製品と認定しております。SDGsの達成に貢献する新たな価値を製品・サービ
スに付与することは、現在および未来の事業利益の向上につながる機会であるととらえ、SDGs貢献製品
売上収益比率を指標として管理しております。

（気候変動対応）
当社グループは、2021年にTCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言への賛同を表明し、

再生可能エネルギー由来の電力への切替えやSDGs貢献製品比率の向上に取り組むとともに、TCFD提言
に基づく情報開示を推進しております。2040年を想定した気候関連シナリオ分析を実施し、気候変動に
伴う潜在的なリスクおよび機会を抽出しました。
また、当社グループは、2020年に策定した「環境ビジョン2050」に基づき、温室効果ガス（GHG）

削減に取り組んでおります。
これらの取り組みの結果、2030年度までにGHG排出量（Scope 1＋2）を2013年度比で46%削減す

るという当初の目標を2023年度において達成したことを踏まえ、新たに「1.5℃目標」に整合したGHG
削減目標（Scope 1＋2）を設定しました。当該目標は、科学的に整合した目標であるとして2025年5月
にSBT認定を取得しております。
2030年と2050年のGHG排出量削減目標の達成に向けて、カーボンプライスの上昇、GHG排出規制の

強化、化石燃料価格の変動等への取り組みの前倒しを図り、長期的な移行リスクの低減と短・中期の事業
機会を創出します。2025年度からはインターナルカーボンプライスを導入し、環境対応設備投資の促進
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を図ってまいります。
2026年度においても、シナリオ分析結果からのバックキャストに基づき具体化した短期施策を社内関

係部門へ展開し、スピード感をもって実行・推進してまいります。

DXに関する取り組み
当社グループは、データサイエンスを活用したイノベーションを推進し、持続的な成長を実現するた

め、高度なデジタルスキルを有する人材の育成および活躍の促進に努めています。報奨制度を含むデータ
サイエンティスト社内認定制度に基づき認定されたデジタル人材が各部門で活躍することにより、データ
科学技術を活用した研究・開発業務の効率化や製品機能の向上など多くの成果が生まれています。今後
も、デジタルスキル教育内容の充実およびデジタル人材の活躍を促進する施策を継続的に実施し、さらな
る成果創出を目指します。

人的資本・多様性に関する取り組み
当社グループは、ありたい姿の一つに「社員が生き生きと活躍できる会社」を掲げています。これを実

現するため、経営の重要課題の一つとして「人的資本（人材の活躍）経営」を位置付け、多様性の推進、
自律性の強化および組織力の向上の3点を具体的施策として設定しています。
多様な従業員がそれぞれの個性や能力を発揮し活躍できる環境の整備に取り組むとともに、マネジメン

ト層のリーダーシップの強化を進めることで、当社グループの強みの一つである人材および組織力を持続
的に強化することを念頭に施策を推進しています。

（DE&Iの推進）
経営課題の一つとしてDE&I（ダイバーシティ（多様性）、エクイティ（公正性）、インクルージョン

（包括性））を位置付け、2022年に策定した「DE&Iの実現に向けた方針」に基づき、多様な人材が個性や
能力を発揮し、一人ひとりの状況に応じた公正な機会が提供され、相互の理解と尊重のもとで生き生きと
活躍できる会社の実現に向けて取り組んでいます。
まずは、女性の活躍推進を第一歩として、女性従業員自身がライフイベントとキャリアを両立できるよ

う、各種施策を講じています。
また、2023年にDE&I推進室を設置し、女性活躍の推進に加え、シニア層の活躍、介護者の支援、外国

人の採用および障がい者雇用の拡大等に取り組んでいます。2025年度には、当社役員が次世代の幹部候
補となる女性従業員に対し、キャリア形成に必要な知識、経験および人脈の拡大を支援し、成長を一層加
速させることを目的として、サポーター役員制度を試行しました。



知
通
ご
集
招

告
報
業
事

類
書
算
計
結
連

類
書
算
計

書
告
報
査
監

株
主
総
会
参
考
書
類

30

（人材育成の充実化）
人材育成に関わる教育研修および各種育成施策を体系化した仕組みをSBスクールと銘打ち、持続的成長

に必要な知識およびスキルを学び、実践する場を提供しています。全部門・全階層を対象として、必要な
教育プログラムを企画し、体系的かつ計画的に実施することにより、事業に有為な人材の育成を行い、当
社グループの持続的成長と企業価値の向上につなげています。SBスクールは、従業員一人ひとりの成長こ
そが、事業の持続的成長の源泉であるとの考えのもと、すべての従業員を対象としています。また、当社
グループでは、中期経営計画に基づき、自律性の強化を目的とした360°評価を活用したリーダーシップ
教育の展開と、個人および組織のパフォーマンスの向上（組織力の向上）を目的としたマネジメント教育
の充実に重点的に取り組んでいます。

事業分野別の取り組み

（半導体関連材料）
先端半導体用材料の分野において、AIおよび次世代通信技術に対応した製品を拡充し、製品ポートフォ

リオのさらなる改革を図ります。特に、京セラ株式会社が営むケミカル事業の一部譲り受けを通じて、当
社グループが培ってきた顧客ニーズに幅広く応える高い技術力と、同社が有する独自の高熱伝導技術を融
合させ、新たなシナジーを創出し、AIデータセンター向けの半導体を含む先端半導体分野でのソリューシ
ョン提供能力を飛躍的に高め、市場における競争優位性を確立します。これらの取り組みにより、地域毎
のニーズに即した製品展開を積極的に進めるとともに、中国・台湾における生産体制の最適化を進め、グ
ローバル供給体制の強化を図ってまいります。

（高機能プラスチック）
自動車用高耐熱材料、電機分野向け高絶縁材料、シクロオレフィン樹脂「COPLUS®」、超低モノマー水

溶性フェノール樹脂「AQNOA®」などの新製品の拡販を進めるとともに、新製品開発に向けた研究開発
体制の強化を図ることで、製品ポートフォリオ改革の最終形を目指します。さらに、事業環境が大きく変
化する中での利益最大化を目的に進めてきた、日本・中国・アジア地域における生産配置や生産配分の最
適化を通じた生産体制の強化および効率化を継続するとともに、グローバルに統一した品質管理基準の運
用を徹底することで、競争力の強化と収益基盤の安定化を進めます。また、フェノール樹脂産業における
サーキュラーエコノミーの取り組みである「リフェノール（REPHENOL）」活動を推進し、中長期的な成
長基盤の強化に取り組んでまいります。
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（クオリティオブライフ関連製品）
・医療機器事業およびバイオ事業

医療機器事業では、消化器・内視鏡関連製品のラインナップ拡充に加え、オリンパスマーケティング
株式会社との販売提携を通じて、国内販売の強化を図るとともに、海外における販路拡大を進めます。
また、北米向け製品や海外向け血液バッグの需要増加に対応するため、生産体制の強化に取り組んでお
ります。さらに、中期経営計画に基づく製品ポートフォリオの見直しの一環として実施した、子会社で
あるKawasumi Laboratories (Thailand) Co., Ltd.のナワナコン工場の閉鎖に加え、一層の生産体制
の効率化を進めるとともに、各製品における収益性の改善に取り組んでおります。バイオ事業では、創
薬支援市場や再生医療市場の拡大が見込まれる中、培養器材および生体模倣システムの拡販を通じて、
事業基盤の強化を目指します。

・フィルム・シート事業
半導体関連製品のアジア展開強化や、モノマテリアル医薬品包装製品の欧州展開など、各製品のグロ

ーバル展開を推進します。特に医療機器包装用途においては、欧州のプラスチック・リサイクル推進プ
ラットフォーム「RecyClass」のリサイクル認証を一部製品で獲得するなど高付加価値化が進んでお
り、引き続きリサイクル可能な製品ラインナップの強化に努めます。また、食品包装用フィルムのスキ
ンパックについては、装置メーカーとの協業など、さらなる採用拡大に向けた取り組みを進めてまいり
ます。

・産業機能性材料事業および防水関連事業
付加価値の高い戦略製品であるアイウェア、車載向け光学制御製品、および絶縁材料を中心とした機

能材製品の拡販を進めます。AGC株式会社およびその子会社であるAGCポリカーボネート株式会社か
ら譲り受けたポリカーボネート事業の統合を進め、建材用途や産業・電子用途における商品力を強化
し、事業基盤の強化を図ります。特に、ブランド力のある「ツインカーボ®」については、データセン
ター向けを中心に販売を強化し、業界トップシェアを目指します。防水関連事業では、環境対応製品の
拡充を図るとともに、新築住宅向け製品の販売に加え、増加傾向にある住宅・マンションのリフォーム
案件の取込みに注力してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
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284,939

20,28925,448

378,457378,457
215.59215.59

2,713.432,713.43

257,692257,692

27,458 21,831

233.66233.66
441,162441,162

303,727303,727

287,267

3,233.793,233.79

208.91208.91

304,773
30,837

19,281

417,778417,778

293,568293,568

3,316.833,316.83

28,014
319,867

34,490

3,957.193,957.19
484,167484,167

350,646350,646

319.52319.52

売上収益 事業利益 親会社の所有者に帰属する当期利益

基本的１株当たり当期利益

第132期 第133期 第134期 第132期 第133期 第134期 第132期 第133期 第134期第135期 第135期 第135期

（単位：百万円）

（単位：円） （単位：円）

（単位：百万円）（単位：百万円）

資産合計・資本合計 １株当たり親会社所有者帰属持分

第132期 第133期 第134期 第135期

（単位：百万円）

第132期 第133期 第134期 第135期 第132期 第133期 第134期 第135期

資産合計 資本合計
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（6）財産および損益の状況の推移
国際会計基準（IFRS）

区分 第132期
(20222023

年
年

4
3

月
月

1
31

日から
日まで)

第133期
(20232024

年
年

4
3

月
月

1
31

日から
日まで)

第134期
(20242025

年
年

4
3

月
月

1
31

日から
日まで)

第135期
(20252026

年
年

4
3

月
月

1
31

日から
日まで)

売上収益 （百万円） 284,939 287,267 304,773 319,867

事業利益 （百万円） 25,448 27,458 30,837 34,490

営業利益 （百万円） 24,823 27,200 24,792 35,478

税引前利益 （百万円） 26,736 31,489 28,614 38,842
親会社の所有者に
帰属する当期利益 （百万円） 20,289 21,831 19,281 28,014
基本的1株当たり
当期利益 （円） 215.59 233.66 208.91 319.52

資産合計 （百万円） 378,457 441,162 417,778 484,167

資本合計 （百万円） 257,692 303,727 293,568 350,646
1株当たり親会社
所有者帰属持分 （円） 2,713.43 3,233.79 3,316.83 3,957.19

（注）2024年4月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、基本的1株当たり当期利益および1株当た
り親会社所有者帰属持分は、第132期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、算定しております。
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（7）主要な事業所（2026年3月31日現在）
① 当社

本社 東京都品川区
研究所 先端材料研究所 栃木県宇都宮市

静岡県藤枝市
バイオ・サイエンス研究所 神戸市西区
コーポレートエンジニアリングセンター

静岡県藤枝市
HPP技術開発研究所
フィルム・シート研究所 兵庫県尼崎市
産業機能性材料研究所 栃木県鹿沼市

情報通信材料研究所 栃木県宇都宮市
福岡県直方市

工場 尼崎工場 兵庫県尼崎市
鹿沼工場 栃木県鹿沼市
静岡工場 静岡県藤枝市
宇都宮工場 栃木県宇都宮市

② 子会社
日本 秋田住友ベーク株式会社 秋田県秋田市

SBカワスミ株式会社 川崎市川崎区
住ベシート防水株式会社 東京都品川区
九州住友ベークライト株式会社 福岡県直方市
SBパックス株式会社 埼玉県上尾市

欧州 SUMITOMO BAKELITE EUROPE NV ベルギー
SUMITOMO BAKELITE EUROPE (GHENT) NV ベルギー
SUMITOMO BAKELITE EUROPE (BARCELONA), S.L.U. スペイン

北米 SUMITOMO BAKELITE NORTH AMERICA HOLDING, INC. 米国
DUREZ CORPORATION 米国
SUMITOMO BAKELITE NORTH AMERICA, INC. 米国
VAUPELL INDUSTRIAL PLASTICS, INC. 米国

アジア 南通住友電木有限公司 中国
蘇州住友電木有限公司 中国
東莞住友電木有限公司 中国
住友倍克澳門有限公司 マカオ
SUMITOMO BAKELITE SINGAPORE PTE. LTD. シンガポール
SUMIDUREZ SINGAPORE PTE. LTD. シンガポール
KAWASUMI LABORATORIES (THAILAND) CO., LTD. タイ
台湾住友培科股份有限公司 台湾
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（8）従業員の状況（2026年3月31日現在）

部門 従業員数（名）

半導体関連材料部門 1,158

高機能プラスチック部門 2,357

クオリティオブライフ関連製品部門 3,527

その他 53

全社（共通） 429

合計 7,524
（前期末比−457）
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（9）重要な子会社の状況（2026年3月31日現在）

地域 会社名 資本金 議決権比率(％) 主要な事業内容

日本 秋田住友ベーク株式会社 百万円

490 100.00 工業用樹脂、医療機器、診断薬およびバイオ
関連製品の製造

SBカワスミ株式会社 百万円

310 100.00 医療機器および医薬品の開発・製造・販売

住ベシート防水株式会社 百万円

300 100.00 防水材料の製造・販売および防水工事の設
計・施工請負

九州住友ベークライト株式会社 百万円

200 100.00 半導体封止用エポキシ樹脂成形材料および半
導体用感光性材料の製造

SBパックス株式会社 百万円

100 90.00 フィルム・シートの加工・販売

欧州 SUMITOMO BAKELITE EUROPE NV 千ユーロ

109,283 100.00 工業用樹脂の製造・販売
SUMITOMO BAKELITE EUROPE

（GHENT）NV
千ユーロ

9,665
100.00
(90.00)

成形材料の製造・販売ならびに当社グループ
各社製品の仕入販売

SUMITOMO BAKELITE EUROPE
(BARCELONA), S.L.U.

千ユーロ

71
100.00
(100.00) 工業用樹脂の製造・販売

北米 SUMITOMO BAKELITE
NORTH AMERICA HOLDING, INC.

千米ドル

381,250 100.00 北米地域子会社の持株会社

DUREZ CORPORATION 千米ドル

104,360
100.00
(100.00) 工業用樹脂の製造・販売

SUMITOMO BAKELITE
NORTH AMERICA, INC.

千米ドル

0.5
100.00
(100.00) 成形材料の製造・販売

VAUPELL INDUSTRIAL
PLASTICS, INC. ー 100.00

(100.00) 航空機部品の製造・販売

アジア 南通住友電木有限公司 千人民元

696,474 100.00 工業用樹脂、成形材料およびフィルム・シー
トの製造・販売

蘇州住友電木有限公司 千人民元

355,414
100.00
(100.00)

半導体封止用エポキシ樹脂成形材料および半
導体用ボンディングペーストの製造・販売

東莞住友電木有限公司 千人民元

49,981 100.00 医療機器の製造

住友倍克澳門有限公司 千米ドル

20,465 100.00 積層板の製造・販売

SUMITOMO BAKELITE
SINGAPORE PTE. LTD.

千米ドル

31,314 100.00
半導体封止用エポキシ樹脂成形材料および半
導体用ボンディングペーストの製造・販売な
らびにフィルム・シートの仕入販売

SUMIDUREZ SINGAPORE
PTE. LTD.

千米ドル

5,121 100.00 成形材料の製造・販売
KAWASUMI LABORATORIES

(THAILAND) CO., LTD.
千バーツ

235,000
99.51
(99.51) 医療機器および医薬品の製造・販売

台湾住友培科股份有限公司 千台湾ドル

800,000 69.00 半導体封止用エポキシ樹脂成形材料の製造・
販売

（注）1．2026年4月1日付で、SBパックス株式会社の株式をすべて取得し、議決権比率は100.00％となりました。
2．議決権比率欄の（ ）内は、当社の子会社が有する議決権の比率を内数で示しております。
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（10）主要な借入先（2026年3月31日現在）

借入先 借入金残高（百万円）

第一商業銀行股份有限公司 2,616

株式会社三井住友銀行 1,288

三井住友信託銀行株式会社 1,090
（注）上記のほか、シンジケートローンとして11,000百万円の借入れがあります。



金融機関
33.20％

所有者別
株式分布

自己名義株式
0.58％

個人･その他
7.70％

外国法人等
40.06％

その他国内法人
14.63％

証券会社
3.84％
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2. 会社の株式の状況（2026年3月31日現在）

（1）株式数
発行可能株式総数 320,000,000株
発行済株式総数 88,249,856株

（自己株式 514,319株を含む。）

（2）株主数 12,792名
うち単元株主数 8,968名

（3）大株主

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 11,748 13.39
住友化学株式会社 9,251 10.55
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 7,103 8.10
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 6,640 7.57
GIC PRIVATE LIMITED - C 6,519 7.43
株式会社日本カストディ銀行（信託口4） 2,279 2.60
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 1,391 1.59
株式会社日本カストディ銀行・三井住友信託退給口 1,309 1.49
株式会社三井住友銀行 1,308 1.49
MSIP CLIENT SECURITIES 1,079 1.23

（注）持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数を控除して計算しております。
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（4）当期中に会社役員に対して職務執行の対価として交付した株式の状況
当社は、当期中に、取締役（社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式報酬として、次のとおり自己

株式を交付しました。

株式の種類および数 交付された者の人数

取締役（社外取締役を除く。） 普通株式 10,745株 6名

（5）その他株式に関する重要な事項
① 当社は、2025年5月12日開催の取締役会の決議により、住友ベークライト従業員持株会を割当先とし
て、次のとおり自己株式を処分いたしました。
処分した株式の種類および数 普通株式 79,080株

処分した日 2025年12月12日

② 当社は、2026年2月27日開催の取締役会の決議により、次のとおり自己株式を消却いたしました。
消却した株式の種類および数 普通株式 5,508,100株

消却した日 2026年3月24日
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3. 会社役員の状況（2026年3月31日現在）

（1）取締役および監査役の状況

氏名 会社における地位 会社における担当および重要な兼職の状況

藤 原 一 彦 代表取締役会長

鍜治屋 伸 一 代表取締役社長
社長執行役員

稲 垣 昌 幸 代表取締役
副社長執行役員

研究開発本部、先端材料研究所、バイオ・サイエンス研究所、生産技術
本部、コーポレートエンジニアリングセンター、光回路事業開発部統轄

小 林 孝 取締役
専務執行役員 高機能プラスチックセグメント統轄

倉 知 圭 介 取締役
専務執行役員

半導体関連材料セグメント統轄
グローバルマーケティング本部担当
台湾住友培科股份有限公司 董事長

平 井 俊 也 取締役
常務執行役員

総務本部、人事本部、経営戦略企画室、サステナビリティ推進部、
IT推進本部、大阪事務所、名古屋事務所統轄
経理企画本部、調達本部担当

松 田 和 雄 取締役 大同メタル工業株式会社 社外監査役

永 島 惠津子 取締役 公認会計士永島会計事務所 公認会計士
ブルドックソース株式会社 社外取締役（監査等委員）

若 林 宏 之 取締役 イーソル株式会社 社外取締役（監査等委員）

竹 崎 義 一 常勤監査役

青 木 勝 重 常勤監査役

山 岸 和 彦 監査役 あさひ法律事務所 弁護士 ニューヨーク州弁護士
新コスモス電機株式会社 社外監査役

川 手 典 子 監査役

川手公認会計士事務所 公認会計士 税理士 米国公認会計士
クレアコンサルティング株式会社 代表取締役
キャストグローバルグループ パートナー
いちご株式会社 社外取締役
ニチレキグループ株式会社 社外取締役（監査等委員）

（注）１．取締役のうち松田和雄、永島惠津子および若林宏之の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役のうち山岸和彦および川手典子の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
３．常勤監査役青木勝重氏は、他社で経理部門および内部統制・監査部門の業務に従事した経験を有しており、財務および会計に関する

相当程度の知見を有するものであります。
監査役川手典子氏は、公認会計士および税理士として財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

４．取締役松田和雄、永島惠津子および若林宏之の3氏ならびに監査役山岸和彦および川手典子の両氏は、株式会社東京証券取引所が定め
る独立役員として届出を行っております。
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５．取締役の地位、担当および重要な兼職の状況は、2026年4月1日現在、次のとおりとなっております。

氏名 会社における地位 会社における担当および重要な兼職の状況

藤 原 一 彦 代表取締役会長

鍜治屋 伸 一 代表取締役社長
社長執行役員

稲 垣 昌 幸 代表取締役
副社長執行役員

研究開発本部、先端材料研究所、バイオ・サイエンス研究所、生産技術
本部、コーポレートエンジニアリングセンター、グローバルマーケティ
ング本部、光回路事業開発部統轄

小 林 孝 取締役
専務執行役員

高機能プラスチックセグメント統轄
住友倍克澳門有限公司 CHAIRMAN

倉 知 圭 介 取締役
専務執行役員

半導体関連材料セグメント統轄
台湾住友培科股份有限公司 董事長

平 井 俊 也 取締役
常務執行役員

総務本部、人事本部、経営戦略企画室、サステナビリティ推進部、
IT推進本部、大阪事務所、名古屋事務所統轄
経理企画本部、調達本部担当

松 田 和 雄 取締役 大同メタル工業株式会社 社外監査役

永 島 惠津子 取締役 公認会計士永島会計事務所 公認会計士
ブルドックソース株式会社 社外取締役（監査等委員）

若 林 宏 之 取締役 イーソル株式会社 社外取締役（監査等委員）
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（ご参考）
執行役員を兼務する取締役以外の執行役員は、次のとおりであります。 （2026年4月1日現在）

氏名 地位 担当

田 中 厚 常務執行役員
フィルム・シート研究所、尼崎工場統轄
産業機能性材料研究所、フィルム・シート営業本部、産業機能性材料営業本部、電子調光
デバイス開発部、鹿沼工場、シート防水事業担当

中 西 久 雄 常務執行役員
研究開発本部、先端材料研究所、バイオ・サイエンス研究所、グローバルマーケティング
本部統轄
生産技術本部、コーポレートエンジニアリングセンター、光回路事業開発部担当

齊 野 猛 司 常務執行役員 神戸事業所、医療機器事業本部、S-バイオ事業部統轄

金 沢 敏 秀 常務執行役員
静岡工場長
北米高機能プラスチック事業統轄
欧州高機能プラスチック事業、HPPグローバル事業企画室、HPP技術開発研究所担当

池 山 寧 久 執行役員 人事本部長
総務本部、大阪事務所、名古屋事務所担当

沖 博 美 執行役員 経営戦略企画室長 サステナビリティ推進部長
IT推進本部担当

野 村 浩 史 執行役員 北米高機能プラスチック事業担当

大久保 明 子 執行役員
神戸事業所長 医療機器事業本部長
S-バイオ事業部担当
SBカワスミ株式会社 代表取締役社長

森 健 執行役員 特命事項（KC事業統合準備プロジェクトチーム）担当

大 西 治 執行役員 研究開発本部長 研究開発本部R&D企画推進部長
先端材料研究所、バイオ・サイエンス研究所担当

丸 茂 剛 執行役員 尼崎工場長
フィルム・シート研究所担当

藤 井 俊 執行役員 マテリアルズソリューション営業本部長
放熱材料事業開発部、グローバルマーケティング本部担当

鵜 川 健 執行役員 情報通信材料研究所、情報通信材料統括品質保証部担当
SUMITOMO BAKELITE SINGAPORE PTE. LTD. MANAGING DIRECTOR

浜 田 雄 一 執行役員 宇都宮工場担当
九州住友ベークライト株式会社 代表取締役社長
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（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役松田和雄、永島惠津子および若林宏之の3氏ならびに監査役青木勝重、山岸和彦および川

手典子の3氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する
契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額として
おります。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社および当社子会社（北米地区を除く。）の取締役、監査役および執行役員を被保険者とする

会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しております。当該保険契約
により、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求
がなされたことにより被保険者が負担することとなる損害賠償金や訴訟費用等を塡補することとしておりま
す。なお、保険料は、当社が全額負担しております。

（4）取締役および監査役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、2025年2月28日開催の取締役会の
決議により、次のとおり定めております。

当社の取締役の報酬は、当社グループの中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとし
て機能するよう、経営目標や株主価値と連動した報酬体系を構築する。具体的には、役位に応じた固定報
酬である「月額報酬」、長期ビジョンの達成を見据えて設定した経営指標を踏まえた業績連動報酬である
「賞与」、および株主との価値共有を促進するための中長期インセンティブとして非金銭報酬である「株式
報酬」により構成する。ただし、社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営の監督を行う立
場であることに鑑み、月額報酬のみとする。
なお、月額報酬と賞与の支給総額の合計は年額5億5千万円以内、株式報酬の支給総額は年額1億5千万

円以内と、それぞれ株主総会で決議された限度額の範囲内とする。
取締役の個人別の報酬等の額を決定するにあたっては、独立社外取締役（株式会社東京証券取引所に対

して独立役員として届出を行っている者）が過半数を占める指名・報酬委員会を設置し、取締役会決議に
より、指名・報酬委員会にその決定を委任する。
イ．月額報酬

月額報酬は、在任期間中に毎月定額を金銭で支給することとし、経営環境や経済情勢等を総合的に勘
案し、役位ごとに個別の支給額を決定する。
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ロ．賞与
賞与は、長期ビジョンの達成を見据えて策定した中期経営計画や経営の重要課題（マテリアリティ）

で定めた目標指標の達成度に応じた報酬となるよう設計する。具体的には、中期経営計画の期間を軸
に、当該期間中の各年度において財務および非財務の目標指標をあらかじめ設定し、役位ごとに定めた
基準額に、当該目標指標の達成度に応じた一定の係数を乗じて算出し、毎事業年度終了後の一定の時期
に金銭で支給する。
なお、中期経営計画2024-26の期間における賞与の算定方法は、次のとおりとする。

（採用指標）
区分 採用する指標 指標の選択理由

財務指標 事業利益 当社において持続的成長を図るため管理すべき指標の一つであ
り、中期経営計画2024-26における財務目標に設定している
ため。

ROE 当社において持続的成長に向けた経営効率を測る指標の一つで
あり、中期経営計画2024-26における財務目標に設定してい
るため。

非財務指標 温室効果ガス（GHG）排出
量削減率（2021 年度比。
Scope 1、2を対象。）

当社の経営の重要課題として掲げる環境・社会価値の創造に向
けて、カーボンニュートラルの取り組みを測る指標の一つと位
置付けているため。

CDP（気候変動）に関する
直近の評価結果

CDPは気候変動への戦略や温室効果ガスの排出量に関する公
表を求める国際NGOであり、当社のカーボンニュートラルの
取り組みを測る客観的かつ公正な評価と考えられるため。

女性管理職比率（単体） 当社の経営の重要課題として掲げる人的資本（人材の活躍）経
営の実践に向けて、多様性の推進を測る指標の一つと位置付け
ているため。

（目標指標とそのウェイトならびに各年度における目標値）

区分 目標指標 ウェイト
目標値

134期
2024年度

135期
2025年度

136期
2026年度

財務指標 事業利益 60％ 300億円 340億円 400億円
ROE 10％ 8％ 8.5％ 9％

非財務指標 GHG排出量削減率 10％ 38％ 40％ 41％
CDP評価結果 10％ A- A- A-
女性管理職比率 10％ 4％ 4.5％ 5％

（目標値の達成度とそれに対応する係数）
財務指標

達成度 125％以上 125％未満
〜105％以上

105％未満
〜95％以上

95％未満
〜75％以上 75％未満

係数 1.3 1.1 1.0 0.9 0.7
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非財務指標

達成度
CDP評価結果以外 105％以上 105％未満〜95％以上 95％未満
CDP評価結果 A A- B以下

係数 1.05 1.0 0.95

（賞与の算定式）
役位別の賞与
＝役位別の基準額×事業利益ウェイト60％×同指標の達成度に応じた係数
＋役位別の基準額×ROEウェイト10％×同指標の達成度に応じた係数
＋役位別の基準額×GHG排出量削減率ウェイト10％×同指標の達成度に応じた係数
＋役位別の基準額×CDP評価結果ウェイト10％×同指標の達成度に応じた係数
＋役位別の基準額×女性管理職比率ウェイト10％×同指標の達成度に応じた係数

ハ．株式報酬
株式報酬は、譲渡制限付株式報酬とし、役位ごとに定めた支給額に応じた数の譲渡制限付株式を定時

株主総会後の一定の時期に割り当てる。譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、当社の取締役および執行役
員のいずれの地位からも退任する日までの間とする。なお、割当てを受けた取締役が譲渡制限期間中に
法令、社内規則または譲渡制限付株式割当契約の違反その他当社の取締役会で定める事由に該当した場
合、当社は当該割当株式の全部または一部を無償で取得する。

ニ．各報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役（社外取締役を除く。）の個人別の報酬等の総額に対する各報酬の割合は、当社グルー

プの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう、役位や職責等に応じて適切に
定めることとし、標準的な構成比率の目安が概ね月額報酬50％：賞与40％：株式報酬10％となるよう
に設定する。

ホ．その他
当社グループの業績が著しく悪化した場合、当社の取締役が法令・定款に違反または公序良俗に反す

る行為その他の事由により当社グループの企業価値を著しく毀損させた場合、取締役会決議により委任
された指名・報酬委員会の決定に基づき、あらかじめ定めた月額報酬もしくは株式報酬の役位別支給額
または賞与の算定方法にかかわらず、これを減額または不支給とすることができる。

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬額は、2006年6月29日開催の第115期定時株主総会において、年額5億5千万円以内と決

議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名であります。また、当該報酬枠とは別
枠にて、2023年6月22日開催の第132期定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く。）に対する
譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額1億5千万円以内、これにより発行または処
分される当社の普通株式の総数を年15万株（2024年4月1日を効力発生日とする株式分割に伴う調整後の
数）以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く。）の員数は6名で
あります。
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③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
指名・報酬委員会に対して、2025年6月24日開催の取締役会決議により、次のとおり取締役の個人別

の報酬等の内容の決定を委任しました。
イ．受任者（指名・報酬委員会委員）

代表取締役会長 藤原 一彦
代表取締役社長 鍜治屋 伸一
独立社外取締役 松田 和雄
独立社外取締役 永島 惠津子
独立社外取締役 若林 宏之

（注）2025年4月から6月までの報酬については、後記ロに記載の内容のうち、月額報酬および賞与については2025年2月28日開
催の取締役会決議による委任に基づき、株式報酬については2024年6月25日開催の取締役会決議による委任に基づき、指
名・報酬委員会が決定し、その委員には、鍜治屋伸一氏は含まれておらず、また、藤原一彦氏は当該委任の時点において代表
取締役社長でありました。

ロ．委任された権限の内容
・月額報酬の役位別支給額、賞与の役位別基準額および株式報酬の役位別支給額の決定
・各取締役に対する個別の月額報酬支給額、賞与支給額ならびに株式報酬支給額および割当て数の決定

ハ．取締役の個人別の報酬等の決定に係る権限を委任した理由
取締役の個人別の報酬額の決定にあたっては、当社全体の業績や事業環境を俯瞰しつつ、各取締役の

職務執行を取締役会から独立して、客観的かつ公正に評価する必要があることから、独立社外取締役が
過半数を占める指名・報酬委員会に決定を委任することが最も適していると考えられるためでありま
す。

ニ．権限が適切に行使されるようにするために講じた措置および個人別の報酬等の内容が決定方針に沿う
ものであると取締役会が判断した理由
指名・報酬委員会は、独立性および客観性を確保し、権限が適切に行使されるようにするため、委員

の過半数を独立社外取締役で構成し、その決議は出席委員の過半数をもって決することとしておりま
す。このため取締役会は、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

④ 監査役の個人別の報酬等の決定に関する事項
監査役の報酬は、基本報酬（月額報酬）であり、その総額および個別支給額は、株主総会で決議された

報酬額の限度の範囲内で、監査役の協議により決定されます。
なお、監査役の報酬額は、2006年6月29日開催の第115期定時株主総会において、年額1億円以内と決

議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
⑤ 取締役および監査役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
支給人員（名）

月額報酬 賞与 非金銭報酬等
取締役 500 281 179 41 9
監査役 77 77 ー ー 4

（上記のうち）社外役員 58 58 ー ー 5
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取締役に対する賞与の算定指標となる目標指標の目標値および当期の実績は、次のとおりです。
目標指標 目標値 実績
事業利益 340億円 345億円
ROE 8.5％ 8.8％

GHG排出量削減率 40％ 52％
CDP評価結果 A- A
女性管理職比率 4.5％ 5.87％

（注）１．非金銭報酬等として、取締役（社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式報酬を付与しております。当該株式報酬の内容は、「①
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項」に記載のとおりです。

２．非金銭報酬等の総額には、当期における費用計上額を記載しております。
３．取締役には使用人分給与を支給しておりません。
４．社外取締役および監査役には賞与を支給しておりません。

（5）社外役員の状況
① 重要な兼職先と当社との関係

社外役員の兼職先と当社との間には、記載すべき関係はありません。
② 当期における主な活動状況

氏名 主な活動状況

松 田 和 雄
（社外取締役）

当期開催の取締役会13回のすべてに出席し、金融機関および事業会社の経営者として培った
豊富な経験と幅広い見識を生かして、適宜、経営全般に資する発言を行っております。ま
た、指名・報酬委員会において委員を務め、独立性のある立場から発言を行っております。
以上から、同氏は当社の期待する役割を果たしております。

永 島 惠津子
（社外取締役）

当期開催の取締役会13回のすべてに出席し、公認会計士としての専門的見地ならびに財務お
よび会計に関する幅広い見識を生かして、適宜、経営全般に資する発言を行っております。
また、指名・報酬委員会において委員を務め、独立性のある立場から発言を行っておりま
す。以上から、同氏は当社の期待する役割を果たしております。

若 林 宏 之
（社外取締役）

当期開催の取締役会13回のすべてに出席し、大手メーカーの生産統括、技術全般およびITデ
ジタル等を担当する経営者として培った豊富な経験と幅広い見識を生かして、適宜、経営全
般に資する発言を行っております。また、指名・報酬委員会において委員を務め、独立性の
ある立場から発言を行っております。以上から、同氏は当社の期待する役割を果たしており
ます。

山 岸 和 彦
（社外監査役）

当期開催の取締役会13回のすべておよび監査役会20回のすべてに出席し、弁護士としての
専門的見地および経営に関する幅広い見識を生かして、適宜、課題提起や提言を行っており
ます。

川 手 典 子
（社外監査役）

当期開催の取締役会13回のすべておよび監査役会20回のすべてに出席し、公認会計士およ
び税理士としての専門的見地ならびに財務、会計および経営に関する幅広い見識を生かし
て、適宜、課題提起や提言を行っております。
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4. 会計監査人の状況（2026年3月31日現在）

（1）会計監査人の名称
有限責任 あずさ監査法人

（2）当期に係る会計監査人の報酬等の額
支払額

① 当期に係る報酬等の額 170百万円
② 当社および当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 172百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、
実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。

２．当社監査役会は、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受けて、会計監査人の監査計画の内容、従前の
事業年度を含む会計監査の職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき適切であると
判断し、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

（3）非監査業務の内容
当社は非監査業務として、国際財務報告基準（IFRS）に関する助言業務に対して対価を支払っておりま

す。

（4）子会社の会計監査人の状況
当 社 の 重 要 な 子 会 社 の う ち、SUMITOMO BAKELITE EUROPE NV、SUMITOMO BAKELITE

EUROPE (GHENT) NV、SUMITOMO BAKELITE EUROPE (BARCELONA), S.L.U.、南通住友電木有限
公司、蘇州住友電木有限公司、東莞住友電木有限公司、住友倍克澳門有限公司、SUMITOMO BAKELITE
SINGAPORE PTE. LTD.、SUMIDUREZ SINGAPORE PTE. LTD.、KAWASUMI LABORATORIES
(THAILAND) CO., LTD.および台湾住友培科股份有限公司は、当社の会計監査人以外の監査法人の法定監査
を受けております。

（5）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項のいずれかに該当し、改善の見込

みがないと判断した場合、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任することを決定するほか、会計監
査人の独立性およびその職務の遂行状況等に鑑み、その職務を適切に遂行することが困難と認められる場合
には、会社法第344条に基づき会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的とすることを決定する方針
であります。

（注）本事業報告における金額、比率および株式数の表示方法は、注記がある場合を除き、次のとおりであります。
ただし、「−」と表示している場合は「なし」を表しております。

１．百万円単位の記載金額は、表示単位未満を四捨五入して表示しております。
２．売上収益および利益の増減比率ならびに売上収益構成比は四捨五入により小数点第１位まで、議決権比率およ

び持株比率ならびに所有者別株式分布は四捨五入により小数点第２位まで表示しております。
３．千株単位の記載株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 計 算 書 類
連結財政状態計算書（2026年3月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 負 債
流 動 資 産

現 金 及 び 現 金 同 等 物

営業債権及びその他の債権

そ の 他 の 金 融 資 産

棚 卸 資 産

そ の 他 の 流 動 資 産

非 流 動 資 産

有 形 固 定 資 産

使 用 権 資 産

の れ ん

そ の 他 の 無 形 資 産

そ の 他 の 金 融 資 産

退 職 給 付 に 係 る 資 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他 の 非 流 動 資 産

266,961

124,752

64,225

3,659

68,552

5,772

217,206

132,579

8,851

3,216

2,493

53,407

11,235

2,344

3,081

流 動 負 債 91,029
借 入 金 20,066
営業債務及びその他の債務 60,012
そ の 他 の 金 融 負 債 1,741
未 払 法 人 所 得 税 等 6,729
引 当 金 754
そ の 他 の 流 動 負 債 1,727

非 流 動 負 債 42,492
借 入 金 7,292
そ の 他 の 金 融 負 債 5,128
退 職 給 付 に 係 る 負 債 3,430
引 当 金 1,509
繰 延 税 金 負 債 24,728
そ の 他 の 非 流 動 負 債 405

負 債 合 計 133,521
資 本
親会社の所有者に帰属する持分 347,186
資 本 金 37,143
資 本 剰 余 金 35,137
自 己 株 式 △1,764
そ の 他 の 資 本 の 構 成 要 素 88,533
利 益 剰 余 金 188,138

非 支 配 持 分 3,459
資 本 合 計 350,646

資 産 合 計 484,167 負 債 及 び 資 本 合 計 484,167
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連結損益計算書（2025
2026

年
年

4
3
月
月

1
31

日から
日まで）

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 収 益 319,867

売 上 原 価 △219,759

売 上 総 利 益 100,108

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 △65,618

事 業 利 益 34,490

そ の 他 の 収 益 2,665

そ の 他 の 費 用 △1,678

営 業 利 益 35,478

金 融 収 益 3,759

金 融 費 用 △395

税 引 前 利 益 38,842

法 人 所 得 税 費 用 △10,476

当 期 利 益 28,366

非 支 配 持 分 352

親 会 社 の 所 有 者 に 帰 属 す る 当 期 利 益 28,014
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連結持分変動計算書（2025
2026

年
年

4
3
月
月

1
31

日から
日まで）

（単位：百万円）
親会社の所有者に帰属する持分

資 本 金 資 本 剰 余 金 自 己 株 式 利 益 剰 余 金
当 期 首 残 高 37,143 35,178 △21,002 179,404
当 期 利 益 − − − 28,014
そ の 他 の 包 括 利 益 − − − −

当 期 包 括 利 益 − − − 28,014
剰 余 金 の 配 当 − − − △8,765
自 己 株 式 の 取 得 − − △7 −
自 己 株 式 の 処 分 − △1 271 −
自 己 株 式 の 消 却 − △51 18,896 △18,845
株 式 報 酬 取 引 − 11 77 −
その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替 − − − 8,329

所 有 者 と の 取 引 合 計 − △42 19,237 △19,281
当 期 末 残 高 37,143 35,137 △1,764 188,138

親会社の所有者に帰属する持分

非 支 配
持 分 資 本 合 計

その他の資本の構成要素
その他の包括
利益を通じて
公正価値で測
定する金融資
産の変動額

確定給付制
度の再測定

キャッシュ・
フ ロ ー ・
ヘ ッ ジ

在外営業活動
体の換算差額 合 計

当 期 首 残 高 16,926 − − 43,022 59,948 2,896 293,568
当 期 利 益 − − − − − 352 28,366
そ の 他 の 包 括 利 益 13,770 3,215 − 19,929 36,914 280 37,194

当 期 包 括 利 益 13,770 3,215 − 19,929 36,914 632 65,560
剰 余 金 の 配 当 − − − − − △69 △8,833
自 己 株 式 の 取 得 − − − − − − △7
自 己 株 式 の 処 分 − − − − − − 270
自 己 株 式 の 消 却 − − − − − − −
株 式 報 酬 取 引 − − − − − − 87
その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替 △5,113 △3,215 − − △8,329 − −

所 有 者 と の 取 引 合 計 △5,113 △3,215 − − △8,329 △69 △8,482
当 期 末 残 高 25,582 − − 62,951 88,533 3,459 350,646
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計 算 書 類
貸借対照表（2026年3月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 272,239 負 債 の 部 95,317
流 動 資 産 76,609 流 動 負 債

支 払 手 形
買 掛 金
短 期 借 入 金
１年内返済予定の長期借入金
コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
預 り 金
賞 与 引 当 金
そ の 他

固 定 負 債
長 期 借 入 金
繰 延 税 金 負 債
環 境 対 策 引 当 金
資 産 除 去 債 務
そ の 他

61,792
675

20,445
8,056
5,500

10,000
4,527
1,685
3,582
4,133
2,110
1,075

33,525
18,375
14,942

50
79
78

現 金 及 び 預 金 10,834
受 取 手 形 5,852
売 掛 金 24,515
商 品 及 び 製 品 5,634
半 製 品 3,238
仕 掛 品 92
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 6,203
前 払 費 用 725
短 期 貸 付 金 4,956
未 収 入 金 10,996
そ の 他 3,560

固 定 資 産 195,629
（有 形 固 定 資 産） （39,809）
建 物 14,903
構 築 物 918
機 械 及 び 装 置 10,338
車 両 運 搬 具 29
工 具、 器 具 及 び 備 品 2,036
土 地 6,842
リ ー ス 資 産 99 純資産の部

株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
そ の 他 利 益 剰 余 金
固定資産圧縮特別勘定積立金
別 途 積 立 金
繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
評 価 ・ 換 算 差 額 等
その他有価証券評価差額金

176,921
153,762
37,143
35,358
35,358
83,025
4,136

78,889
22

32,500
46,367

△ 1,764
23,158
23,158

建 設 仮 勘 定 4,640
（無 形 固 定 資 産） （2,040）
ソ フ ト ウ エ ア 252
顧 客 関 連 資 産 202
の れ ん 1,449
そ の 他 136

（投 資 そ の 他 の 資 産） （153,780）
投 資 有 価 証 券 47,420
関 係 会 社 株 式 等 91,190
長 期 貸 付 金 825
長 期 前 払 費 用 3,000
前 払 年 金 費 用 10,766
そ の 他 753
貸 倒 引 当 金 △ 175

資 産 合 計 272,239 負 債 純 資 産 合 計 272,239
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損益計算書（2025
2026

年
年

4
3
月
月

1
31

日から
日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 109,576
売 上 原 価 70,477
売 上 総 利 益 39,098
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 26,556
営 業 利 益 12,541
営 業 外 収 益

受 取 利 息 182
受 取 配 当 金 5,255
雑 収 入 613 6,051

営 業 外 費 用
支 払 利 息 609
雑 損 失 310 919

経 常 利 益 17,673
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 2,561
投 資 有 価 証 券 売 却 益 7,371 9,932

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 246
投 資 有 価 証 券 評 価 損 0
そ の 他 20 266

税 引 前 当 期 純 利 益 27,339
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 4,688
法 人 税 等 調 整 額 1,573 6,262
当 期 純 利 益 21,077
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株主資本等変動計算書（2025
2026

年
年

4
3
月
月

1
31

日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 そ の 他
資 本 剰 余 金 利益準備金

当 期 首 残 高 37,143 35,358 48 4,136
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当
当 期 純 利 益
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分 △1
自 己 株 式 の 消 却 △58
株 式 報 酬 取 引 10
固定資産圧縮特別勘定
積 立 金 の 積 立
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）

当 期 変 動 額 合 計 − − △48 −
当 期 末 残 高 37,143 35,358 − 4,136

株 主 資 本 評 価 ・
換算差額等

純資産合計
利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

そ の 他 利 益 剰 余 金
固定資産圧縮
特別勘定積立金 別途積立金 繰 越 利 益

剰 余 金
当 期 首 残 高 − 32,500 52,914 △21,001 141,099 14,826 155,925
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △8,764 △8,764 △8,764
当 期 純 利 益 21,077 21,077 21,077
自 己 株 式 の 取 得 △6 △6 △6
自 己 株 式 の 処 分 271 270 270
自 己 株 式 の 消 却 △18,837 18,895 − −
株 式 報 酬 取 引 76 87 87
固定資産圧縮特別勘定
積 立 金 の 積 立 22 △22 − −

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） 8,332 8,332

当 期 変 動 額 合 計 22 − △6,547 19,237 12,663 8,332 20,995
当 期 末 残 高 22 32,500 46,367 △1,764 153,762 23,158 176,921
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監 査 報 告 書
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年5月8日

住友ベークライト株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 本 健太郎
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 渡 辺 直 人

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、住友ベークライト株式会社の2025年4月1日から2026年3

月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書
及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基

準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、住友ベークライト株式会社及び連結子会社からな
る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社
及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する

ことにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他

の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報

告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求

められる開示項目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切である

かどうかを評価し、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項
目の一部を省略した会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する
責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書
類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家

としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう
か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結
計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準
で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた
連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかど
うかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び
査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報
告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。
以 上
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年5月8日
住友ベークライト株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 本 健太郎
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 渡 辺 直 人

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、住友ベークライト株式会社の2025年4月1日から

2026年3月31日までの第135期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及
び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当

該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国にお
ける職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社か
ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する

ことにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載

内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報

告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家

としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報
告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第135期事業年度における取締役の職務の執行に関し
て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、
以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、監査計画、重点監査項目、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び

結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画、職務の分担等に従い、
web会議システムも活用しながら、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び
監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査
いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等とweb会議システムも活用しながら意
思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けるとともに一部子会社に赴き業務及
び財産の状況を調査いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株
式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第
100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている
体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告
を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監
査人からその職務の執行状況についてweb会議システムも活用しながら報告を受け、必要に応じて監査に立ち
会うとともに説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための
体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従
って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結財政状態計算書、連結損
益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関す
る事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人である、有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人である、有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年5月8日

住友ベークライト株式会社 監査役会
常勤監査役 竹 崎 義 一 ㊞
常勤監査役 青 木 勝 重 ㊞
社外監査役 山 岸 和 彦 ㊞
社外監査役 川 手 典 子 ㊞

以 上
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AI革新を支える高熱伝導封止材

当社は、2026年１月に京セラ株式会社のケミカル事業の一部を承継することを決定しました。これにより、半導体封止
用エポキシ樹脂成形材料、半導体用ボンディングペーストなどの製品群を拡充し、AIデータセンター向け半導体等に求め
られる高い熱伝導性を備えた材料ラインナップを強化することで、戦略領域であるICT*事業のさらなる成長を目指します。
また、モビリティ領域で使用されるポリカーボネート製品の競争力を強化するため、2025年7月にAGC株式会社およ

びその子会社であるAGCポリカーボネート株式会社からポリカーボネート事業を譲り受けることを合意しました。特に成
長が期待される運転支援分野では、当社と
AGC株式会社の光学シート技術を融合し、製
品提案力を高めていきます。さらに、AIデー
タセンター向けには、AGC株式会社から引き
継いだブランド力のある「ツインカーボ®」の
販売を強化し、シェア拡大を目指します。
*�ICT：�情報通信技術（Information�&�Communi-�

cation�Technology）

AIサービスの拡大、発展に当社の半導体封止材が一役買っています。
AIの利用にはサーバーが不可欠ですが、その台数

の増加とともに飛躍的に増加する電力消費量は、社会
インフラにまで大きな影響を与える可能性があるもの
として、�AIサービスの大きな課題となっています。
当社の高熱伝導封止材は、AIサーバーに使われる

メモリーや電源管理モジュールの電力消費量の低減に
大きく貢献しています。加えて、新たに開発した液状
封止材は、AI技術の要である演算半導体のさらなる進
化に貢献します。

ICT・モビリティ事業の拡大1
TOPICS

2
TOPICS

半導体封止用エポキシ樹脂成形材料 ツインカーボ®

AIデータセンター サーバールーム
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日本・ベルギー国交樹立160周年

日本国内では少子高齢化により、輸血を必要とする高齢者が増加する
一方、若年層が減少しています。日本赤十字社は、健康なボランティア
から無償で血液を提供してもらい、必要な検査を十分に行った輸血用血
液を病院に届けています。
当社グループは、血液バッグの製品供給や企業献血を通じて、この重
要な活動に貢献しています。企業献血は、日本赤十字社の医師や看護師
のもとに行われ、国内の血液確保において欠かせないものとなっていま
す。当社グループでも、本社や各工場で積極的に企業献血に参加し、社
会の一員としてその役割を果たしています。血液バッグの製品供給と献
血を通じて、誰かを支える社会のつながりを今後も大切にしていきます。

当社の社名「住友ベークライト」は、ベルギー出身のレオ・H・ベークランド博士が世界で初めて合成
したプラスチックに名付けた「ベークライト」に由来します。このことは、当社とベルギーの深いつなが
りを象徴するものであり、現在当社はベルギーのゲンク市とゲント市に子会社を置き、フェノール樹脂お
よび同成形材料、半導体封止材等の生産・販売を通じて、欧州市場での事業展開を推進しています。
さらに、当社は今年迎える日本・ベルギー国交樹立160周年記念行事にも協賛しています。当社はこれ

からも、日本・ベルギー両国の友好関係と経済・文化交流の発展に貢献していくとともに、事業を通じて
同国との連携を一層深めてまいります。

Sumitomo�Bakelite�Europe�NV（ゲンク市） Sumitomo�Bakelite�Europe�(Ghent)�NV（ゲント市）

血液バッグ

天王洲本社での献血

血液バッグと献血の取り組み3
TOPICS

4
TOPICS
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株主メモ

事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会 毎年6月開催

基 準 日 定時株主総会：毎年3月31日
期末配当金：毎年3月31日
中間配当金：毎年9月30日
そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日

公 告 方 法 電子公告により行います。
http://www.sumibe.co.jp
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をする
ことができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。

株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人
事務取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

郵便物送付先 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

電話照会先 0120-782-031（受付時間9：00〜17：00、土日休日を除く）

ホームページ https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/

お知らせ
1. 株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について

証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出およびご照会につきまして
は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座を開設されていない株主様
は、上記の電話照会先にご連絡ください。

2. 除斥期間満了後のお取り扱いについて
配当金は、支払開始の日から満3年（除斥期間）を経過しますと、当社定款の規定によりお支
払いできなくなりますので、お早めにお受け取りください。

3. 特別口座について
株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていなかった株主様に
は、株主名簿管理人である上記の三井住友信託銀行株式会社に口座（特別口座といいます。）
を開設しております。特別口座についての住所変更等のお届出およびご照会は、上記の電話
照会先にお願いいたします。



天王洲パークサイドビル20階
住友ベークライト株式会社 会議室
東京都品川区東品川二丁目５番８号

株主総会会場ご案内図

■ 東京モノレール 天王洲アイル駅下車（中央口、南口）
■ りんかい線 天王洲アイル駅下車（B出口）
■ 都営バス 「品川駅港南口」（バス停21番）から品98系統、

「新東海橋」下車
「品川駅港南口」（バス停28番）から品96系統、
「りんかい線天王洲アイル駅前」下車

会 場

交通のご案内

バス停
りんかい線
天王洲アイル駅前

りんかい線
天王洲アイル駅

Ｂ出口

南口

天王洲パークサイドビル
20階会議室

バス停
新東海橋

野村不動産
天王洲ビル

至
羽田空港

天王洲公園野球場

首都高速１号羽田線

東京モノレール

りんかい線

天王洲
オーシャン
スクエア

新東海橋

スフィアタワー
天王洲

至浜松町

東京モノレール
天王洲アイル駅 中央口

●�株主総会にご出席の株主様への来場記念品のご用意は
ございません。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。


